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第１章 背景・目的 
 

 

 

 

1.1 背景と目的 

三重津海軍所跡は、幕末期における西洋の船舶技術の導入や軍事の展開を知る上で重要

な遺跡であることから、平成 25 年（2013）3 月に国の史跡として指定された。また、平成

27 年 7 月には、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」（以下、「明治日

本の産業革命遺産」とする。）の構成資産として世界文化遺産に登録された。 

佐賀市では、史跡と世界遺産の保全措置や整備活用の方向性を一体的に示した「三重津

海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」を策定している。この計画では、現地整備と

ガイダンス展示との役割分担を明確にし、一体となった整備を目指すことを示している。 

現在、三重津海軍所跡に関する展示が設置されている佐賀市立佐野常民記念館（以下「記

念館」とする。）の３階テラスからは、三重津海軍所跡を一望でき、佐賀藩海軍の根拠地

として三重津海軍所が稼働していた時期（以下「海軍所稼働期」とする。）から続く河川

景観や入り江の地形などを見ることが出来る。しかし、特徴的な遺構であるドライドック

の護岸遺構は、発掘調査後に遺構保存のために地下に埋め戻されており、現在その姿を見

ることはできない。遺構を将来にわたって守り、引き継いでいくためには埋め戻した状態

で保存する必要があり、現在の保存科学では今後も遺構そのものを直接見せることは難し

い状況にある。 

これらの見えない遺構を見えるようにするためには、ガイダンス施設を通して三重津海

軍所跡の概要や価値を学び、遺構の役割や構造等を理解した上で現地に立ち、デジタル技

術などを駆使したコンテンツなどの活用により来訪者のイメージを膨らませるのが理想

である。そのため、三重津海軍所跡におけるガイダンス施設の重要性は高い。 

本計画では三重津海軍所跡のガイダンス施設の充実に向けて、「三重津海軍所跡の保

存・整備・活用に関する計画」をもとに、具体的な施設整備の方針を明確に示すことを目

的とする。 
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1.2 委員会の設置 

本計画の策定にあたって、「三重津海軍所跡ガイダンス施設基本計画策定委員会」を設

置した。本委員会は、歴史や教育、観光、映像デザイン等の専門家により 7 名の委員で構

成した。なお、開催にあたっては、文化庁、内閣官房を助言者とし、関係機関や庁内関係

課を交えて実施した。 
 

(1)委員 

（敬称略、五十音順） 

氏 名 所 属 役 職 専 門 

有馬
アリマ

 學
マナブ

 

福岡市博物館 館長 

近代史 
九州大学文学部 名誉教授 

「九州・山口の近代化産業遺産群」専門家委員会 国内委員 

史跡三重津海軍所跡整備基本計画策定委員会 会長 

江口
エグチ

 浩文
ヒロフミ

 
佐賀市立循誘小学校 学校長 

教育 
佐賀市埋蔵文化財センター基本構想等検討委員会 委員 

里
サト

浦
ウラ

 徹
トオル

 
(株)JTB 九州 佐賀支店 支店長 

観光 
佐賀市埋蔵文化財センター基本構想等検討委員会 委員 

富田
トミタ

 紘次
コウジ

 公益財団法人鍋島報效会 徴古館 主任学芸員 学芸員 

中村
ナカムラ

 隆敏
タカトシ

 佐賀大学芸術地域デザイン学部 教授 
映像デザイ

ン 

本多
ホンダ

 美穂
ミホ

 

佐賀県立図書館資料課 課長 

文献史学 佐賀市重要産業遺跡調査指導委員会 委員 

佐賀市文化財保護審議会 委員 

渡辺
ワタナベ

 芳郎
ヨシロウ

 

鹿児島大学法文学部 教授 

考古学 佐賀市重要産業遺跡調査指導委員会 会長 

史跡三重津海軍所跡整備基本計画策定委員会 委員 

(2)助言者 

・文化庁文化財部記念物課 ・内閣官房産業遺産の世界遺産登録推進室 

 

(3)関係機関 

・佐賀県肥前さが幕末維新博事務局 ・佐賀県教育庁文化財課 

・日本赤十字社佐賀県支部  

 

(4)庁内関係課 

・佐賀市経済部観光振興課 ・佐賀市建設部建築住宅課 

・佐賀市教育委員会社会教育課 ・佐賀市教育委員会文化振興課 

 

(5)事務局  

・佐賀市企画調整部三重津世界遺産課  
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第 2章 三重津海軍所跡の概要等 
 

 

 

 

2.1 史跡の概要 

・名   称  史跡三重津海軍所跡（みえつかいぐんしょあと） 

・指定年月日  平成 25 年（2013）3 月 27 日史跡指定（文部科学省告示第 39 号） 

平成 26 年（2014）10 月 6 日史跡追加指定（文部科学省告示第 142 号） 

・所 在 地   佐賀県佐賀市諸富町、川副町 

・面 積   31,855.14 ㎡（内 2,350.75 ㎡追加指定） 

・指定基準   史跡の部 

・指定説明    

三重津海軍所跡は、幕末に佐賀藩が洋式船による海軍教育を行うとともに、艦船の根拠

地として、また修船・造船の機能を有した施設であり、船渠や製罐所をはじめとする遺構・

遺物が良好に遺存していることが確認された。幕末期における西洋の船舶技術の導入や軍

事の展開を知る上で重要である。（文化庁文化財部監修『月刊文化財』平成 25 年 2 月号、

第一法規株式会社から抜粋） 

 

2.2 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の概要 

三重津海軍所跡は、幕末から明治初期にかけて、佐賀藩が船舶関連技術を獲得するため

に、試行錯誤の実践や、技術の向上・普及、人材育成を試みる拠点施設の遺跡であり、以

下に示す世界遺産「明治日本の産業革命遺産」において顕著な普遍的価値に貢献する構成

資産である。 

・世界遺産一覧表への記載日   平成 27 年（2015）7 月 8 日 

・世界遺産一覧表への記載名称 「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」 

・顕著な普遍的価値（OUV）の概要 

本産業遺産群は、主に日本の南西部に位置する九州・山口地域に分布し、産業化が初め

て西洋から非西洋に波及し成就したことを顕している。19 世紀半ばから 20 世紀の初頭に

かけ、日本は特に防衛面の要請に応えるため、製鉄・製鋼、造船、石炭産業を基盤に急速

な産業化を成し遂げた。シリアルの構成資産は、1850 年代から明治 43 年（1910）にかけ

てのわずか50年余りという短期間に達成された急速な産業化の三つの段階を顕している。 

第一段階は 1850 年代から 1860 年代にかけて、明治に入る前、徳川将軍家の統治が終焉

を迎える幕末、鎖国の中での製鉄及び造船の試行錯誤の挑戦に始まる。国の防衛力、特に、

諸外国の脅威に対抗する海防力を高めるために、藩士たちの産業化への挑戦は、伝統的な

手工業の技で、主に西洋の技術本からの二次的知識と洋式船の模倣より始まった。この挑
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戦はほぼ失敗に終わった。しかしながら、この取組により、日本は江戸時代の鎖国から大

きく一歩を踏みだし、明治維新へと向かう。 

1860 年代からの第二段階においては、西洋の科学技術が導入され、技術の運用のために

専門家が招かれ、専門知識の習得を行った。その動きは明治新政府の誕生により加速され

た。明治の後期（明治 23 年～明治 43 年（1890-1910））にあたる第三段階においては、国

内に専門知識を有した人材が育ち、積極的に導入した西洋の科学技術を、国内需要や社会

的伝統に適合するように現場で改善・改良を加え、日本の流儀で産業化を成就した。地元

の技術者や管理者の監督する中で、国内需要に応じて地元の原材料を活用しつつ、西洋技

術の導入が行われた。 

推薦された 23 の構成資産は 8 県 11 市に立地している。8 県の内 6 県は、日本の南西部

に、1 県は本州の中部、1 県は本州の北部に位置する（表 3・図 17）。遺産群は全体として、

日本が西洋技術の導入において国内ニーズに応じて改良を加えた革新的アプローチによ

り、日本を幕藩体制の社会より主要な産業社会へと変貌させ、東アジアのさらに広い発展

へ大きな影響をあたえた質的変化の道程を顕著に顕している。 

明治 43 年（1910）以降、多くの構成資産は、本格的な複合的産業施設に発展をした。

現在も、一部、現役の産業設備として操業しているものもあり、また、現役の産業設備の

一部を構成しているものもある。 
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エリア サイト 構成資産 

1 萩 萩の産業化初期の遺産群 萩反射炉 

恵美須ヶ鼻造船所跡 

大板山たたら製鉄遺跡 

萩城下町 

松下村塾 

2 鹿児島 集成館 旧集成館 

寺山炭窯跡 

関吉の疎水溝 

3 韮山 韮山反射炉 韮山反射炉 

4 釜石 橋野鉄鉱山 橋野鉄鉱山 

5 佐賀 三重津海軍所跡 三重津海軍所跡 

6 長崎 長崎造船所 小菅修船場跡 

三菱長崎造船所 第三船渠 

同 ジャイアント・カンチレバークレーン 

同 旧木型場 

同 占勝閣 

高島炭鉱 高島炭坑 

端島炭坑 

旧グラバー住宅 旧グラバー住宅 

7 三池 三池炭鉱・三池港 三池炭鉱・三池港 

三角西港 三角西港 

8 八幡 官営八幡製鐵所 官営八幡製鐵所 

遠賀川水源地ポンプ室 

構成資産の分布 

「明治日本の産業革命遺産」構成資産一覧 
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・明治日本の産業革命遺産」における三重津海軍所跡の位置付け 

「明治日本の産業革命遺産」は、製鉄・製鋼、造船、石炭産業という三つの産業分野か

ら成り立ち、第 1 段階（1850～60 年代）、第 2 段階（1860～80 年代）、第 3 段階（1890～

1910 年）という三つの時代に及んだ顕著な普遍的価値の証明に貢献する一群の構成遺産か

ら成る。 

佐賀藩ではいち早く西洋の技術を取り入れて、独自に洋式海軍の創設と洋式船の整備・

運用を実現するに至った。佐賀藩が三重津海軍所跡で試みた西洋の最新技術と日本の伝統

技術との融合は、日本の産業化の造船分野における第一段階（幕末）の様相を具体的に示

したものであり、「明治日本の産業革命遺産」の顕著な普遍的価値の証明に貢献する 23 の

構成資産のうちの一つに位置づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」における三重津海軍所跡の位置づけ 
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2.3 「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」の概要 

本基本計画の上位計画である「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」につ

いて、計画概要を整理する。（H29.5.26 時点） 

 

(1)計画の対象範囲  

「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」では、①史跡指定範囲、②世界遺産

の構成資産の範囲、③世界遺産の構成資産の緩衝地帯（三重津海軍所跡と一体となった周辺

景観が存在する区域）、④史跡追加指定予定地をすべて含む範囲を対象としている。 

  

計画の対象範囲 
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(2)基本方針 

「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」の基本方針を以下に示す。 

 

3.1 全体構想（ヴィジョン） 

第2章において明らかになった様々な課題を解決し、三重津海軍所跡に相応しい保存・整備・活用を進

めるにあたり、キャッチフレーズを次のように掲げ、その実現に向けた基本的な考え方を示す。 

 

 

(1)三重津海軍所跡が物語るもの 

三重津海軍所跡は、日本の近代化の過程において、幕末期の造船分野における「試行錯誤の挑戦」の

具体的様相を示す遺跡である。特に、長崎警備への危機感による他藩に先駆けた洋式海軍の創設、日本

の在来技術と西洋技術を融合させた洋式船の造船・修船システムの構築、自然環境や地理的環境の特徴

を活かした知恵や工夫、という点において価値が評価されており、「明治日本の産業革命遺産」の顕著

な普遍的価値の証明に貢献する資産としても位置づけられている。 

遺跡の価値を形成する構成要素の中核は、海軍の教育・訓練及び洋式船の造船・修船システムの痕跡

を包括する海軍所稼動期のものである。しかし、その価値の総体を正確に理解するには、海軍所の成立

までの歴史や海軍所解体を経て現在に至るまで経緯についての十分な認識が必要であるため、前後の時

代の活動痕跡や歴史・背景も含めた「フル・ヒストリー」の視点に基づく構成要素の把握が重要である。

また、遺跡周辺の自然や地理的環境、景観は、当時の風景・景観や機能を現代に引き継いだものであり、

遺跡の成立や運用の過程を考える上で重要な要素であり、十分な把握が必要である。 

したがって、三重津海軍所跡の保存・整備・活用においては、広範囲な時代における多岐にわたる要

素を対象としていることを常に念頭に置いて取り組まねばならない。 

 

(2)「見えない」ことの強みと弱み 

三重津海軍所跡の構成要素のうち、ドライドックを構成する護岸遺構〔本渠部・渠口部〕及び金属加

工関連施設をはじめ、遺跡の性質を具体的に物語る遺構・遺物は、発掘調査によって明らかにされるま

での約 140 年の間、有明海由来の粘土層に密閉され、空気に触れることのない環境の中で非常に良好な

状態を保ってきた。つまり、地下に埋まり、私たちには「見えない」という状態が、遺構の保存にとっ

て有利な環境を形成し、保存の上での強みとなっていることを示している。したがって、この環境の維

持こそが、遺跡を保存し続ける上で最も重要な活動であり、私たちが遺跡の整備・活用において最優先

に果たすべき使命である。 

しかし、保存に最適な環境も、遺跡の価値を伝える上では、「見えない」あるいは「見せられない」

という大きな弱点を引き起こす要因となる。遺跡を構成する要素の多くが地下にあり、厚い保護層に覆

われて「見えない」という状況は、その価値の把握を困難にするだけでなく、世界遺産への期待をもっ

て訪れた人々をがっかりさせることにもつながる。  

見えない三重津が見えてくる 
～幕末佐賀藩の近代化への試行錯誤の取組が伝わる遺跡～ 
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したがって、保存環境の強みを活かしつつ、整備・活用上の弱みをどのように克服するか、あるいは

弱みを如何にして強みへと転換していくかが、三重津海軍所跡の価値の理解における最重要課題となる。

そのためには、「見えない」というピンチを「見せられる」ためのチャンスと捉える発想の転換が欠か

せない。 

 

 (3)「見えない」ものの正体 

一口に「見えない」といっても、そこには次のような多面的要素があり、来訪者のスムーズな理解の

ために留意しておくべきポイントがある。 

①「失われたもの」：物理的に現存していないもの。 

〔当時、地上にあった施設や機能、そこで行われていた様々な活動（船の管理・修理、金属加工、

訓練など）や従事者、活動に伴って形成された風景、音や匂いなど。〕 

発掘調査を中心として痕跡を辿りつつも、関連する古文書などの文献記録調査をはじめ、船舶や

金属加工に関する産業関連技術分野の調査など、できる限り多面的な視点からの調査を行うことが

必要である。その成果を基に、映像・写真、模型をはじめとする様々な手法の表現によって、当時

の形姿・環境に迫ることが可能となる。 

②「地下に埋没しているもの」：存在するが視覚的に見えていないもの。 

〔遺構（ドライドックを構成する護岸遺構〔本渠部・渠口部〕や施設の基礎など）や遺物。また、

それからわかること、など。〕 

発掘調査で確認された遺構・遺物について、考古学的分析・解釈、科学的分析も援用しながら導い

た成果の断片を紡いでいくことにより、往時の様子を再現することができる。ただし、ドライドック

を構成する護岸遺構〔本渠部・渠口部〕などの木製の地下遺構については、保存上の制約から現地

での露出展示には極めて難しい問題があるが、他の展示手法を組み合わせることにより、当時のイ

メージを復元することが可能である。 

③「気づかないもの」：見えているのに気づきにくいもの。 

〔古くから引き継がれてきた自然環境、河川沿いの地形・景観、船の繋留・管理の機能、集落の地

割りなど。〕 

多くの要素が視覚的に認知できない、いわば「見えない」中で、当時の様子を物語る景観や機能

は体感できる貴重な存在であるが、来訪者にとっては、現在の風景として捉えられがちであり、当

時に思いを馳せる要素として理解されることはさほど多くはない。また、後世の改変により現代の

施設として更新されている場合は、機能が引き継がれていることに気づくことも難しい。 

よって、来訪者に気付きを促すためには、新旧を比較して見せたり、由来を示したり、口頭で伝

えたり、河川に特有な風や匂いを感じることができるようにしたりすることなどが必要となる。 

④「学ばないとわからないもの」：自ら情報を得ないとわからないもの。 

〔幕末日本をめぐる歴史や佐賀藩が近代化の取組を通じて海軍所創設に至った背景、世界遺産の中

での位置づけなど。〕 

文字だけでなく、映像・音声、直接触れることのできる模型など、多様な手法により多くの情報

が記憶に残るような方法で伝えることが大切である。 

遺跡の内容はもちろんのこと、幕末佐賀藩の近代化遺産（築地・多布施反射炉跡、精煉方跡）と

の関係性、日本史の中の三重津海軍所跡の位置づけ、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の

構成資産として世界史的な視点から見た幕末の近代化に果たした役割など、ミクロからマクロ的な

幅広い視点での価値や背景に関わる情報発信が不可欠である。 
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 (4)「見えない」ものが「伝わる」には 

このような多面的な「見えない」ものを解説するにあたっては、まずは、それらがなぜ見えないのか、

あるいはなぜ見せられないのかということについて、その原因・理由も含めた丁寧な説明を行い、共通

の認識として理解を深めておくことが必要である。その上で、様々な方法で獲得した情報を、来訪者と

いう受け手へ発信すること、つまり「伝える」ことが手始めとなる。 

ただし、来訪者が保存・活用へ取り組むきっかけとなるレベルの理解を得るには、その情報の持つ意

味が十分に「伝わる」ように「見える化」することが重要である。三重津海軍所跡の場合は、地下遺構

から見えてくる当時の景観とともに、河川や漁港、集落など、引き継がれた景観や土地利用形態などの

双方の観点から、来訪者の記憶に残るような、いわば五感に訴える様々なアプローチによる「見える化」

の工夫が必要となる。 

そのためには、従来型の遺跡整備の手法を基本としつつも、遺構表示に頼らない仮想現実（VR）・拡

張現実（AR）などのコンピューターを活用した最先端デジタル技術から、案内ガイドをはじめとする人

を介したアナログ的な手法に至るまで、幅広く手法を取り入れながら「試行錯誤の挑戦」に取り組む姿

勢が求められる。 

また、遺跡本体と屋内展示についても、主体と補完という固定的な「部分最適」を考えるのではなく、

それぞれが実現可能な役割を最大限に担いつつ一体的な総合展示を目指す「全体最適」の位置づけも必

要となる。 

 

(5)「伝わる」と人は動く 

遺跡整備の目的は、未来に向けた確実で永続的な保存と多様な人々による効果的な活用にある。 

そこに向けて行政の果たす役割は大きいが、次世代への継承には持続性と多様性が求められることを

考慮すれば、住民・関係者・来訪者など、様々な主体による行動や活動もまた大きな役割を担うことに

なる。これまでの遺跡保護の成功事例を見ても、その価値をしっかりと理解した人たちは、清掃活動を

はじめとする環境美化活動に取り組み、来訪者をもてなす活動を行い、案内ガイドとして価値を伝える

伝導師となるなど、遺跡を取り巻く多方面の活動を行う役割を自発的に担っていることがよくわかる。

佐賀市にはそれらの関係者での議論、意見集約、合意形成の場をつくり、調整役としての役割があり、

事業を確実に推進していく重要な任務を担わなければならない。 

遺跡の保存・継承、活用は、その価値を理解した人々が起こす行動により組み立てられていくもので

あり、遺跡の整備は、その行動を起こすきっかけや活動への参画を促す環境づくりである。 

そして、その活動を通して育まれていく遺跡への愛着が、郷土に対する誇りの醸成につながっていく

ことを考慮すれば、遺跡は、多くの人々が集う情報発信の拠点として整えられるべきであり、様々なア

プローチにより「見える化」され、記憶に残る姿となることが不可欠である。 

佐賀に生まれ育った人々が故郷を思うとき、その風景の一つとして三重津海軍所跡が脳裏に浮かんで

くる、そのような保存・整備・活用の取組を私たちは目指すべきである。 
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3.2 方針 

本遺跡の保存・整備・活用を行うにあたっては、海軍所稼動期を本計画における中核的な整備年代と

して位置づけ、「見えない」ものの価値を確実に守りつつ、様々な手法で「見える化」を図りながら価

値の伝達を実現するという全体構想に基づき行うものとし、その取組を着実に実行していくための方針

を以下のように定める。 

なお、これらの方針は、「管理保全計画」に示した保全管理の基本方針及び『産業遺産を継承する場

所・構造物・地域及び景観の保全に関するイコモス-TICCIH 共同原則』(2010 年)に示された事項に基づ

くものである。 

 

(1)調査・研究の方針 

調査・研究は、関連分野との学際的視野に立ち、確実な保存、価値を伝える整備、地域の核となる

ような活用の推進を図るために行う。目標を定め、継続して調査・研究を行えるよう体制の充実と人

材の育成に努め、総合的・計画的に実施していく。 

 

①発掘調査・研究 

遺跡の価値の主体をなす地下遺構の把握が不十分であるため、調査を計画的に継続し、基礎情

報の蓄積を図る。但し、その調査は整備活用を目的とするため、必要最小限のものとして行う。

現在の史跡指定地の調査は、ドライドック周辺以外の地区を重点的に、平成 32 年度（2020）まで

を目標に行うこととする。なお、目的の達成のためにさらなる調査の実施が必要と判断された場

合には、調査計画の見直しを図るものとする。 

 

②文献調査・研究 

遺跡の歴史的背景を解明するため、これまで進めてきた佐賀藩史料を中心とした調査を計画的

に継続する。調査は、発掘調査の終了予定である平成 32 年度（2020）を目標に、基礎的な文献の

調査及びこれまでの発掘調査等によって生じた疑問点・問題点に関する検証を中心に行う。なお、

今後の発掘調査等によって生じた疑問点・問題点に関する調査については、その調査の必要性を

吟味した上で、必要な場合には調査計画の見直しを図るものとする。また、調査目的の達成に資

すると判断された場合には、対象とする史料の範囲の拡大も視野に入れて行う。 

 

③保存・整備・活用のための調査・研究 

保存・整備・活用の更なる充実、事業の改善を図るため、以下に挙げる調査・研究を実施する。 

・耐久性の高い素材による遺構表示及び土圧から遺構を保護する工夫など、遺構の保存を強化す

るために必要な手法・措置に関する調査・研究を行い、必要に応じて実施する。 

・定期的な地下水の状況確認など、遺構の保存状況や劣化を確認するために必要なモニタリング

手法・措置の調査・研究を行う。 

・前例にとらわれず、最新の手法で効果的な「見える」化を実現する展示・公開に関する幅広い

調査・研究を行う。 

・新しい情報発信の方法を企画するため、来訪者の動態や意識を把握するための各種調査・研究

を行う。 
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(2)保存の方針 

史跡としての価値及び世界遺産としての価値の適切かつ確実な保存を図り、後世へと継承するため

の措置を実施する。 

 

①遺構の保存 

  地下遺構の確実な保存のため、安全に埋め戻された状態を維持し、これまで遺構を守ってきた

地下の環境に変化を及ぼさないよう様々な措置を講ずることとし、新たに発掘調査を実施した場

合には、埋め戻しの際に地下遺構に対する十分な保存措置を講ずる。 

また、遺構等の保全に影響を及ぼす可能性のある施設や樹木等については、撤去を原則とし、

災害による影響を最小限に留めるための措置についても十分に考慮する。 

 

②モニタリングの実施 

  目視による保護層の状況把握を行う既存モニタリングを継続する。なお、地下水位の観測や遺

構そのものの状態を把握するモニタリング手法については、十分な調査・研究を行い、必要性や

状況の検討を行った上で、効果的・効率的な手法によるモニタリングを実施する。 

 

③地形・景観の維持 

  海軍所稼動期から受け継がれてきた地形や、農地・河川・集落などの周辺景観の維持について

は、定点観測による変化の確認を行い、法規制による保護措置及び関係者との連携・協力により、

その価値が失われることのないよう保全に努める。 

 

④史跡の追加指定 

有明海沿岸道路の開通後には、史跡の追加指定を目指すこととしているが、追加指定にあたっ

ては、三重津海軍所跡の立地条件に鑑み、所有者等と慎重に対応を検討していく。 

 

 

(3)造船・修船システムの明示・説明の方針 

整備は、全体構想に基づき、三重津海軍所で取り組まれた造船・修船システムや、様々な活動の様

子を、正確で具体性をもちながらも、様々な来訪者にとってわかり易い説明をとおして「伝わる」た

めの「見える化」を実現するものとする。 

また、ゾーンごとの特性・機能を念頭に置き、整備活用を行うこととする。遺跡及びその周辺景観

と、公開・活用施設の両側面において行うが、それぞれが独立した個別ものとして機能するのではな

く、双方が補完しつつ一体的に連動するものとして活用されるよう十分に留意して、整備を実施する。 

さらに、三重津海軍所跡の理解においては、史跡の本質的価値を表すと同時に世界遺産の構成資産

として顕著な普遍的価値の証明に貢献するという両側面が必須であること、また、その説明において

は「フル・ヒストリー」の視点が不可欠であることにも十分に配慮する。 
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①史跡指定地内の整備 

  構成要素の大部分が地下に存在することから、整備にあたっては、その保存を前提とする。ま

た、河川敷という立地上、価値を伝えるためには工夫が必要であり、防災の観点からも十分な配

慮が必要となるため、安易な露出展示を行うことは避けなければならない。そのため、三重津海

軍所における在来技術と西洋技術を融合させた洋式船の造船・修船活動に伴う造船・修船システ

ムの具体像の表現においては、その性質及び空間スケールが体感できるよう、遺構表現等の従来

の手法に加えて、AR、VR、MR などのデジタル技術を最大限活用し、可能な限り具体的な遺構表現・

解説方法により、効果的な手法で情報提供する。また、見学に資する動線は、発展過程、造船・

修船システムが総合的に理解しやすいものとして設定する。 

そして、多様な来訪者が安全で安心して見学できるよう、ユニバーサルデザインにも十分に配

慮する。 

 

②公開・活用施設の開設 

様々な制限がある史跡指定地の整備と相互補完し一体的な解説機能を果たせるよう適切な規模

と環境を備えた展示解説施設を開設する。その場合には、三重津海軍所跡や周辺景観を一望でき

る視点場を有する記念館の有効活用を図るものとする。 

来訪者に供する展示については、史跡指定地の整備と同様、従来の手法だけでなく、デジタル

技術を最大限活用し、新たな手法を可能な限り取り入れて、史跡指定地では実現が困難な遺構表

現のあり方について一体的に連動できるよう展示整備計画の策定を実施する。 

 

(4)景観保全の方針 

史跡指定地内では海軍所稼動期がイメージできる修景を実施する。海軍所稼動期から変わらず引き

継がれてきた周辺景観を維持していく。 

 

①史跡指定地内の修景 

   現在まで概ね残されてきた入江の地形及び旧堤防跡については現状を維持し、当時の水辺の景

観を彷彿とさせる葦原についても適度に維持管理を行う。史跡指定地内の施設について、海軍所

稼動期のイメージとかけ離れ、景観を損ねるものは撤去・移転又は外観の変更等を図り、新たに

設置し又は改変を行うものについては、景観への調和を図る。遺構の保存のため、遺構に影響を

与える可能性のある樹木は撤去しつつ、それ以外の樹木はそのまま残し、広場には芝生を植栽す

ることで憩いの場としての機能、公共施設としての緑被率を確保する。 

また、漂流物等のゴミは適切に除去し、史跡指定地内及びその周辺の美観維持に努める。 

 

②緩衝地帯における修景 

  モニタリング・カルテによる周辺景観の定期的なモニタリングの成果に基づき、当時の線形を

維持している河川、対岸の葦原を想起させる農地、当時から変わらぬ地割りである集落など、周

辺の景観要素を維持していく。 
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(5)活用の方針 

①基本的な考え方 

様々な側面から三重津海軍所跡の価値を示し、出来る限りの手法を駆使しながらその価値の理

解を助け、最終的には価値を理解した様々な人々が遺跡の保全・整備・活用の主体的な担い手と

して行動するようになることを目的とし、「誘う⇒来る」「伝える⇒理解する」「促す⇒動く」

という三つのステップに大別して活用を行っていく。 

 

②活用の進め方 

三重津海軍所跡を活用するには、数々の制約があるため、行政が主体となりつつも、市民、市

民団体、関係機関、来訪者などを始めとする多様な主体がともに連携を図りながら、「協働」に

よる取組として進めていく。 

 

(6)事業の推進 

本計画で定める事業については、短期・中期・長期の 3段階の計画に分け、事業を推進していく。

実施にあたっては、関係部局や地域と連携した管理運営を行うと同時に、継続して管理運営してい

けるよう人材育成を行う。 

 

①段階的整備 

平成29年度(2017)から短期、中期を5年ごとに設定し、それ以降を長期とする。 

短期計画では、発掘調査・文献調査を継続しつつ、史跡指定地と公開・活用施設の一体的整備

のための基本設計を行う。第1期として公開活用施設の整備を実施する。史跡指定地からの駐車場

移転も実施する。 

中期計画では、第 2期として史跡指定地内の整備を実施する。また、追加指定予定地では、有

明海沿岸道路開通後に、史跡の追加指定を目指すこととしているが、追加指定にあたっては、三

重津海軍所跡の立地条件に鑑み、所有者等と慎重に対応を検討していく。 

長期計画においては、あらかじめ短期及び中期計画の実施事業の総点検を行い、課題改善の措

置を図る必要が生じた場合は、改めて計画を見直し、事業を実施する。 

長期計画では、必要な事業の見直しを行い、追加指定後の保存・整備・活用の計画を検討する。

なお、本整備計画に示す事業の実施にあたっては、国、県が示す各種補助メニューについて情報

収集に努め、有効的に活用していく。 

 

②事業の推進体制 

佐賀市の関係各課、国・県を含む関係機関、地域住民との連携を行いながら管理運営を実施

する。佐賀市三重津世界遺産課が関係者と緊密に連携を取り合いながら、各事業がより円滑に

推進できるよう体制の見直しと強化を図る。 

 

  

事前送付資料から差替 
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(3)史跡指定地と公開・活用施設での整備のあり方 

「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」で示された史跡地整備とガイダンス

施設整備のあり方を以下に抜粋する。 

 

6.1 史跡指定地と公開・活用施設での整備のあり方 

「3.2方針」に基づき、史跡指定地内での整備のあり方、公開・活用施設での整備のあり方について、

基本的な考え方を以下のとおり整理する。 

 

(1)全体的な考え方 

  三重津海軍所跡は、早津江川の河川敷に立地し、その構成要素の大部分は地下遺構として存在する。

その本質的価値を顕在化させるための史跡整備にあたっては、地下遺構に対する保全と、防災上の配

慮が厳しく求められる。そのため、通常の史跡整備で用いられる現地での地下遺構の復元手法など、

従来の史跡整備手法の採用には大きく制約が加わる。このような状況では、史跡指定地の屋外展示は、

従来型によらない新たな手法を試みることが必要となる。 

来訪者が具体的なイメージを喚起しやすい立体的な復元手法などが制限されるため、通常の史跡整備

よりもガイダンス施設にかかる比重は大きい。したがって、三重津海軍所跡の整備にあたっては、前例

にとらわれない新たな手法を導入した史跡指定地の屋外展示と、それでも十分に表現できないものを見

せることができる公開・活用施設の屋内展示、その二つが一体的に連動する総合展示を目指す。 

三重津海軍所の活動に不可分であった洋式船、特に造船システムの唯一の成果物である凌風丸につい

ては、船体の原寸復元を求める声が多い。しかし、建造記録はほとんど残っておらず、発掘調査によっ

ても造船遺構の地点は判明していない。残っているのは側面からの絵図のみで、設計図や写真等の詳細

な資料はない。調査による確実な成果を基にする表現という原則から、史跡指定地内での凌風丸の原寸

復元展示は、現時点ではきわめて困難である。デジタル技術を活用した屋外展示での稼動状態の復元、

屋内展示での復元考証模型、大きさを体感できる部分模型、映像投影やシアター映像による復元等につ

いて、製作費用と時間、維持と更新のコストも勘案しながら検討する。 

 

(2)史跡指定地での整備のあり方 

史跡指定地では、現地でしか表現できない、地形や周辺景観と一体となった海軍所稼動期の造船・修

船システムの空間スケールを感じさせることを基本とする。 

地形や周辺景観の価値やその意味・機能についての展示・解説、海軍所の発展過程を理解しやすい園

路・動線設定、遺構の性質・スケールに応じた遺構表示を実施する。また、デジタル技術を最大限活用

して、稼動する造船・修船システムと洋式船の様子を、史跡指定地でイメージしてもらえることができ

るような整備を図っていく。 
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(3)公開・活用施設での整備のあり方 

公開・活用施設では、現地では十分に表現できないイメージや、三重津海軍所跡の歴史的背景、関連

資産との繋がりを感じさせることを基本とする。さらに、史跡指定地では表現し難い造船・修船システ

ムの流れや、関連遺構の構造や、洋式船について、模型や映像による復元を検討する。 

西洋技術と在来技術の関係を明示する出土遺物の展示、幕末日本の産業活動における三重津海軍所の

位置づけの説明や、三重津海軍所跡の造船・修船システムの明示を行う。同時に、佐賀市内の佐賀藩近

代化事業関連遺跡や「明治日本の産業革命遺産」の他の構成資産の中での三重津海軍所跡の位置づけや

関わりについての展示・解説を行う。また、調査の進展により蓄積される新たな情報の発信を行う。 

デジタル技術を活用する屋外展示施設と一体的に連動する整備を図っていく。 

 

 

 

史跡指定地での整備のあり方 公開・活用施設での整備のあり方 

造船・修船システムの空間スケールの表示 出土遺物の展示 

地形や周辺景観の解説 古文書・絵図等の関連資料の展示 

海軍所の発展過程を理解しやすい園路・動線 三重津海軍所跡の歴史的背景の展示 

性質・スケールに応じた遺構表示 遺構構造の復元展示 

デジタル技術による稼動する造船・修船システムの復元 造船・修船システムの流れの展示 

デジタル技術による洋式船の復元 模型や映像による洋式船の展示 

 幕末佐賀藩関連資産の展示 

 「明治日本の産業革命遺産」全体の展示 

 調査の進展により蓄積された新たな情報の更新 

屋外展示と屋内展示が一体的に連動する総合的な解説・展示 

 

  

表 8 史跡指定地と公開・活用施設での整備のあり方 
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(4)ゾーニング 

「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」で示したゾーニングを以下に抜粋す

る。 

6.2 ゾーニング 

本計画の対象範囲にゾーンを設定（図97）し、場所ごとの特性や機能を念頭において整備する必要が

あるため、ゾーンごとの整備活用の手法を定める。 

 

(1)ゾーニングの基本的な考え方 

史跡指定地内においては、三重津海軍所跡の歴史的発展から導き出した三つの地区を元にした、「船

屋ゾーン」「稽古場ゾーン」「修覆場ゾーン」に、飛び地である「保存堤防ゾーン」を含めた四つの史

跡整備の地区区分を行う。 

史跡指定地の周辺においては、三重津海軍所跡の歴史的景観形成と深く関わる河川・農地・集落に

つい、それぞれ「農地ゾーン」「河川ゾーン」「集落ゾーン」として景観や土地利用の維持を目的とす

る地区区分を行う。 

また、史跡整備において、史跡指定地整備の補完機能や来訪者の便益に供する施設等の地区区分と

して、「ガイダンス（駐車場含む）ゾーン」を設定する。 

 

(2)各ゾーンの整備活用の方向性 

①史跡指定地内のゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②史跡指定地周辺のゾーニング 

  

 

船屋ゾーン 

当時の船屋の様子や機能が伝わる整備を行う。漁港施設は漁港としての継続的な利用を前提とする。都

市公園の範囲については、発掘調査を継続するとともに、来訪者が水辺を感じ、歴史的な雰囲気の中で散策

できるような整備を行う。 

稽古場ゾーン 

発掘調査を継続するとともに、歴史的に広場（稽古場）として利用されてきた経緯を踏襲した整備を行う。 

修覆場ゾーン 

発掘調査を継続し、ドライドックをはじめ本質的価値を構成する要素が集中するゾーンとして、造船や修船

の取組の様子が来訪者にわかりやすく伝わるための整備を行う。駐車場は史跡指定地外への移転を図り、跡

地については調査を行った後に整備を図る。 

保存堤防ゾーン 

三重津海軍所の稼働当時の地形を示す遺構として、現状維持を基本とするが、サイン等について整備を

図る。 

農地ゾーン 

三重津海軍所の稼働当時の風景を彷彿とさせる農地として土地利用と景観の保護を図る。 



18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川ゾーン 

三重津海軍所稼働当時の風景を彷彿とさせる河川及び河川敷、芦原等の河川空間として景観の保護を図

る。 

集落ゾーン 

三重津海軍所の稼働当時の街区をイメージさせる土地利用の現状維持を基本とする。 

ガイダンス（駐車場含む）ゾーン 

史跡整備において、現地での説明や表現が難しいものや、屋内での整備が望ましいものなどについて展示

解説を行う施設の設置を検討する。また、記念館と一体となった整備から検討する。 

なお、史跡指定地内から、記念館の北側に、駐車場の移転を図る。 

追加指定予定地 

有明海道路開通後には、史跡の追加指定を目指すこととしているが、追加指定にあたっては、三重津海軍

所跡の立地条件に鑑み、所有者等と慎重に対応を検討していく。 
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(5)公開活用施設 

「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」で示された公開活用施設の計画内容

を以下に抜粋する。 

 

6.9 公開・活用施設 

(１)公開・活用施設の目的 

原則として、史跡指定地を見学する前に公開・活用施設によって、三重津海軍所跡についての基本

的な情報を学ぶことを目的とする。屋外展示を理解しやすいように、映像や模型等の様々な屋内展示

により三重津海軍所跡の全体像や個々の遺構について理解してもらう。「明治日本の産業革命遺産」

の全体像及び 23 構成資産内での位置づけや、幕末佐賀藩の近代化事業の中での位置づけへの理解を

促す。 

 

(2)公開・活用施設の役割 

史跡指定地内での遺構表示に様々な制約がかかる三重津海軍所跡にとって、公開・活用施設の役割

は、一般的な史跡整備のように限定的なものではなく、より大きなものとなる。三重津海軍所跡の公

開・活用施設は、デジタル技術を取り入れる史跡指定地の屋外展示と連動することにより、両者で一

体的な総合展示をかたちづくる必要がある。 

 

(3)公開・活用施設の位置・規模 

記念館は三重津海軍所跡と隣接しており、公開・活用施設の設置箇所としては最適地であるため、

まずは記念館と一体となった整備から検討する。 

現在は隣接する記念館 3階インフォメーションコーナーで展示解説を行っているが、展示スペース

が不足している。そのため、三重津海軍所跡や「明治日本の産業革命遺産」等について説明できる十

分なスペースの確保を検討しながら、有識者による意見も交えた詳細な公開・活用施設計画に沿って

整備を行う。ただし、整備完了までは時間を要するため、当面の間、現状のままインフォメーション

コーナーでの展示解説を継続する。 

 

(4)公開・活用施設での主な解説内容 

公開・活用施設では以下の内容をはじめとする解説・展示を行う。 

・「明治日本の産業革命遺産」全体の解説・展示 

・佐賀藩近代化事業の中での三重津海軍所跡の位置づけの解説・展示 

・「明治日本の産業革命遺産」中での三重津海軍所跡の位置づけの解説・展示 

・三重津海軍所跡の造船・修船システムの解説・展示 

・西洋技術と在来技術の関係を明示する出土遺物の解説・展示 

・佐賀藩洋式船の映像・模型等の解説・展示 

・史跡指定地では表現できない遺構構造の展示 

・遺構保存の仕組みの展示解説 
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第 3章 展示施設の現状と

今後の整備に向けた課題 
 

 

 

 

3.1 現在の展示施設について  

三重津海軍所跡は、平成 27 年 7 月に、「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の 1 つとし

て世界文化遺産に登録された。世界遺産登録を契機として三重津海軍所跡への来訪者が急激

に増加することを見込み、本市は、平成 26 年 12 月に、暫定整備として記念館内に「三重津

海軍所跡インフォメーションコーナー」を設置した。これは、記念館が三重津海軍所跡に隣

接し、幕末佐賀藩の近代化と関わりが深い佐野常民の顕彰施設であることに加え、展望室と

して利用していた 3 階部分での展示スペースの確保が可能であったためである。 

また、来訪者から好評を得ている「三重津タイムクルーズ」は、佐賀県により整備され、

平成 27 年 4 月から供用を開始した。 

 

(1)記念館の概要 

現在、三重津海軍所跡の展示などを行っている記念館は、佐野常民を顕彰するための施

設として平成16年10月に開館した。三重津海軍所跡の大部分を「歴史公園」（平成17年12

月開園）として整備し、記念館と一体的に「佐野記念公園」として都市公園に指定されて

いる。 

記念館の建設には都市公園整備の国庫補助事業を活用しており、加えて日本赤十字社か

らの支援や日赤友功会からの寄付等も受けている。 

 

①佐野記念公園建設時の基本コンセプト 

・日本赤十字社の創設者である佐野常民の業績に関わる資料、遺品などを展示すると共

に、次世代教育・ボランティア活動・生涯学習・地域交流活動を通して、常民の偉業

や人道、博愛の精神を学んでいく人材育成の拠点施設を目指す。 

・幼児や高齢者、身体障がい者にも安全で利用しやすい住民参加型、地域密着型の施設

を目指す。 

・河川敷にある佐賀藩海軍所跡地の遺構の保存を前提としながら歴史公園としての機能

を整備し、河川敷を生かした自然体験・学習などができる憩いの公園を目指す。 
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導入機能の概要 

施設 内容 

総合案内 施設内容についての総合案内機能をもつ諸室を構成。佐野常民に関する

基礎的な知識を説明する。 

学習館 佐野常民の生涯を、活躍の場、思想の変化と合わせ学習することが出来

る施設とする。内容は映像・体験・展示を中心にし、ここで学んだ精神

を活動館でさらに深めることが出来るような施設とする。 

活動館 学習館で学んだこと、感じたことから新たな自分を発見し、それを具現

化するための施設。特にフロンティア精神を受け継いだ子供たちのため

の「次世代教育」と博愛精神を受け継いだ「ボランティア活動」が出来

る施設、その活動を補完するライブラリー（図書室）を併設させる。 

 

 

②施設概要 

項目 内容 

敷地面積 4,964.41 ㎡ 

建築面積 建築面積：1,259.01 ㎡  （建ぺい率：25.3％） 

延床面積：2,204.44 ㎡  （地上３階）（容積率：44.4％） 

営業時間 開館時間：9:00～19:00（展示室は 17：00 まで） 

（休館日：月曜日。月曜日が祝日の場合は、翌日休館。） 

休館日：12 月 29 日～1月 3日 年末年始 

料金 入館料無料 ２階展示室の観覧料は以下のとおり 

大人： 300 円 18 歳以上【（団体）20 人以上は 240 円】 

子供： 100 円 小・中・高校生【（団体）20 人以上は 80 円】 

管理者 佐賀市 
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③建物の意匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念館は、佐野常民の足跡と常民が愛した博愛の精神

をモチーフにデザインされた。外観には、常民が佐賀藩

精煉方主任として近代化事業に取り組んだ功績に代表さ

れる西洋科学への情熱（船のイメージ）と、パリ万博で

出会い、日本赤十字社設立へと至る博愛の精神（赤十字）

が表現されている。外壁のタイルは常民がパリ万博で世

界に紹介した佐賀の磁器を用い、古伊万里の絵柄をベー

スに十字のモチーフをあしらったものである。 

 

 

(2)交通アクセス 

三重津海軍所跡・記念館への主なアクセス

手段は、自家用車またはツアー等の大型バス

である。自家用車の場合、長崎自動車道佐賀

大和ICから40分、九州佐賀国際空港から10分

という立地にある。公共交通機関を利用する

場合は、JR佐賀駅バスセンターから佐賀市営

バスにて、平日・土日祝日ともに1時間に1～2

本のペースで運行しており、所要時間は約30

分である。西鉄柳川駅からも民間のバスが運

行され、所要時間は約30分である。また、現

在、三重津海軍所跡のすぐ北側で有明海沿岸

道路の建設が進んでおり、完成すれば、福岡

方面から、また「明治日本の産業革命遺産」

を構成する資産が所在する熊本県荒尾市や福

岡県大牟田市からのアクセスが向上すること

が見込まれる。  

船をイメージさせる外観 

十字をモチーフとしたタイル 
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(3)施設の構成 

ここでは記念館の施設構成について整理する。 

①外構 

 

図 外構図 

 

記念館への出入口は１階の北西に１箇所、２階の南東側に１箇所設けられている。佐

野記念公園駐車場に車を停めて施設に訪れる人が多いこともあり、総合案内は２階の出

入口部に設けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

      建物外観（南東側入口）        記念館入口（北西側）           駐車場 
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②１階の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■エントランスホール（22 ㎡） 

エントランス 

ホール 

 

館内案内をはじめ、アームストロング砲レプリカ

や洋式船（観光丸）の模型などを展示したロビー。

観光、イベント案内なども行う。 

    

■多目的室（160 ㎡） 

多目的室 

１・２ 

 

研修や会議など、様々な目的に利用できる部屋。

間仕切りを取ると 200 名の収容が可能。 

    

■準備室（30 ㎡） 

準備室 

 

総数約 60 名のボランティアスタッフの控室とし

て利用。 
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■コミュニティ広場（209 ㎡） 

みえつ 

ドームシアター 

 直径 6メートルのドームに映し出される迫力満

点の映像。三重津海軍所創設に至る幕末佐賀藩の

ストーリーを楽しめる。 

（字幕：日本語・英語・韓国語・中国語、 

音声：日本語） 

＜平成 29 年３月佐賀県整備＞ 

オキュラス 

リフト 
 

最新のＶＲ装置を使ってＶＲ動画を楽しむこと

ができる。当時のイメージ映像を 360 度見渡すこ

とができ、あたかもそこにいるかのような臨場感

を体感できる。 

＜平成 27 年３月佐賀県整備＞ 

河川情報 

コーナー 

 

筑後川下流の周辺マップをベースに河川に関す

る様々な情報の提供や来館者による情報提示が

できるコーナー。 

図書、視聴覚 

コーナー 

 

佐野常民をはじめ、体験学習などに関する書籍、

雑誌やビデオ、DVD などが閲覧できる。 

赤十字コーナー 

 

日本赤十字社の様々な活動内容を紹介するコー

ナー。 

    

■テラス（83 ㎡） 

テラス 

 

ものづくり体験等にも利用できる屋外の多目的

スペース。 
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③２階の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■常設展示室（271 ㎡）  

常民肖像グラフ

ィック 

 

佐野常民の肖像写真とともに、人物像を紹介。 

（表記：日本語） 

時空年表 

コーナー 

 

全長 23m のコーナー。佐野常民の生い立ち、業

績、そして類い稀な行動力を、写真・言葉・実

物資料などでビジュアル的に展示。 

（表記：日本語） 

博愛への道 

映像ホール 

 

壁面に映し出される背景映像と４つのシーンで

構成される。佐野常民人形と関連実物展示を通

して、人間『佐野常民』を語る複合演出シアタ

ー。 

（字幕：日本語・英語、音声：日本語） 

常民に関連する

品々の展示 

 

佐野常民が残した遺品や書、言葉といった実物

資料を展示。 
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■企画展示室（53 ㎡） 

企画展示室 

 

佐野常民に関連した資料をテーマごとに展示す

る、企画展示を行うスペース。 

    

■三重津タイムクルーズ関連 

円形ラウンド 

ビジョン 

 

三重津海軍所を知る・楽しむ旅の始まりの映像。

この地に刻まれた歴史の 1ページを、迫力の大型

円形ビジョンで楽しめる。映像の最後には、記念

写真を撮ることもできる。（字幕・日本語・英語・

中国語・韓国語） 

＜平成 27 年３月佐賀県整備＞ 

『みえつ SCOPE』

の貸出 

 

屋外で、約 160 年前の三重津海軍所をイメージし

たパノラマ画像が体験できる『みえつ SCOPE』を

貸し出す。（音声ガイダンス：日本語・英語・中

国語・韓国語、字幕：日本語） 

＜平成 27 年３月佐賀県整備、同５月に佐賀市増

台（みえつ SCOPE）＞ 

    

■エントランスロビー 

エントランス 

ロビー 
 

総合案内カウンターがあり、常設展示の券売をは

じめ、『みえつ SCOPE』の貸出を行う屋外展示へ

の玄関口。 

（季節によってお雛飾り等の展示スペースとし

ても活用している。） 

 

■事務室 

事務室 ― ― 

 

■会議室（49 ㎡） 

会議室 

１・２ 
― 

研修室や会議室として6名～16名の利用が可能。 

 

  



 

④３階の

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■展望テラス（

展望

    

■緑のテラス（

緑のテラス

 

の構成 

■展望テラス（

展望テラス 

■緑のテラス（

のテラス 

 

■展望テラス（142 ㎡）

■緑のテラス（212 ㎡）

  

㎡） 

㎡） 
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早津江川

三重津海軍所跡

 

緑豊

佐野常民

早津江川やその

三重津海軍所跡

緑豊かな屋上テラス

佐野常民のふるさとを

やその周辺が一望

三重津海軍所跡の現況を眺

テラス。 

のふるさとを一望

一望できるテラス

眺めることができる

一望できる。 

できるテラス。 

めることができる。 
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■三重津海軍所跡インフォメーションコーナー（184 ㎡） 

グラフィック 

パネル 

 ◎パネルの内容 

・幕末佐賀藩の近代化と三重津海軍所の歴史 

・三重津海軍所の概要 

・三重津海軍所跡の３つのエリア 

・三重津海軍所跡の３つの価値 

・佐賀藩が所有した洋式船 

・「明治日本の産業革命遺産」の概要と構成資産

の紹介 

（表記：日本語、タイトル及びポイントのみ英

語・中国語・韓国語でも表記） 

ガイダンス映像 

 

◎映像の内容  

・世界遺産・産業革命遺産  

・幕末佐賀の近代化１  

・幕末佐賀の近代化２  

・三重津海軍所跡の価値  

・ドライドックのしくみ 

（字幕：日本語・英語、音声：日本語） 

情報検索装置 

 

三重津海軍所跡を一望しながら、この機器を使

って、幕末当時の様子と見比べながら楽しく学

ぶことができる。 

（表記：日本語・英語） 

ドライドック 

復元模型 

 

発掘調査で確認されたドライドックの復元模型

を展示している。模型では、その構造や洋式船

が格納された様子を具体的に知ることができ

る。 

ドライドックの

原寸大パネル 

 

全長約 60m、幅約 20m、深さ 3m 以上の巨大なド

ライドック。  

このパネルでは、その大きさや木材を組み合わ

せた複雑な構造やその巨大さを体感することが

できる。 

遺物展示 

 

発掘調査で数多く出土した、洋式船の運用に関

わる様々な遺物。 洋式船の修理に使われたリベ

ットやボルト・ナットなどの道具のほかに、日

本に古くから伝わる伝統的な金属加工の道具や

施設も出土していることを解説。 
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(4)価値の伝達方法の現状  

現在、来訪者に三重津海軍所跡の価値を伝達するために、①記念館内の見学、②みえつ

SCOPEを用いた現地見学、③地下遺構の位置を示した平面表示と解説板の見学という、主に

３つの視点から情報提供を行っている。ここでは来訪者の標準的な見学動線に沿ってその

概要を示す。 

①記念館内の見学 

来訪者はまず記念館を訪れ、１階のコミュニティ広場や３階の三重津海軍所跡インフ

ォメーションコーナーを中心に三重津海軍所跡の展示等を見学する。 

 

②みえつ SCOPE を用いた現地見学 

記念館２階でみえつ SCOPE の受付を行い、SCOPE を持って時の架け橋を渡ってみどこ

ろポイント１に至る。みどころポイントでは音声ガイドが流れ出し、スコープをのぞく

と約 160 年前の三重津海軍所をイメージした CG パノラマ画像を見ることができる。音声

ガイドの説明を聞きながら下図の SCOPE１から順にみどころポイントを見学し、その後

みえつ SCOPE 返却のため、記念館に戻る。 

 

③地下遺構の位置を示した平面表示と解説板の見学 

みえつ SCOPE を用いた見学と合わせて、現地で整備されている地上表示やそれらに関

わるサイン等についても見学する。 

  

みえつスコープの映像例 

ドライドックの平面表示 
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(5)施設を取り巻く状況 

①来館者数 

平成27年（2015）の「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録に伴い、登録年度の

来館者数は前年度と比較すると約５倍まで増加した。平成28年度（2016）になると、登

録前と比べればなお多い状態を維持しているが、来訪者数は減少傾向に転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②来館者の属性 

平成 27 年度（2015）のみえつスコープ利用者の属性のうち、把握が出来た居住地別集

計によれば、佐賀市内及び佐賀県内（佐賀市以外）からの利用者がそれぞれ４分の１ほ

どを占め、九州内が 36.1％、それ以外の国内客が 15.1％となった。九州外からの利用者

のうち、半数は関東からの来館者であり、海外からの利用客は少ない。 
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・ ： ： ：

入館者数の推移

世界遺産への登録勧告

（5/4）

世界遺産への登録決定

（7/8）

佐賀市内

（ 26.6%）

佐賀県内（佐賀

市以外）

（ 22.1%）

九州内（佐賀県

以外）（ 36.1%）

国内（九州以外）

（ 15.1%）

海外（ 0.0%）

不明（ 0.1%）

みえつスコープ利用者の住所 

平成 26 年度計(38,038 人） 平成 27 年度計（181,280 人） 平成 28 年度計（124,730 人）  



 

③来館者

記念館

件の有効回答数

ての訪問

来館者

った。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ２回目, 

178人

（11%）

３ ３～５回

目, 69

（4%

来館者からの評価

記念館にて、平成

有効回答数が

訪問であり、

来館者のほとんどが

。 

 

訪問回数

１ 初めて, 

1367人

（82%）

３～５回

, 69人

4%）

来訪者の住所

３ 県外, 

1067人

（64%）

評価 

平成28年（2016

が得られた

、リピーターは

のほとんどが市外・県外

  

４ ５回以

上, 58人

（3%）

来訪者の住所

2016）10月に

られた。このアンケートの

リピーターは少ない

県外からであり

１ 佐賀市

内, 393人

（23%）

２ 佐賀

県内

212人

（13%

３ 友人・知

人と, 291

（17%）

４ 団体旅

行で, 486人

（29%）

32 

に来館者への

このアンケートの

ない。バルーン

からであり、佐賀市内

佐賀

県内, 

人

13%）
３ タク

シー, 4

（0%）

４ 徒歩・自転

車, 25人（

誰と一緒に来たか

２

戚と
友人・知

, 291人

）

満足度 

へのアンケート

このアンケートの集計結果によると

バルーン大会期間中

佐賀市内からの

２ 公共交通機関

タク

, 4人

）

徒歩・自転

人（2%）

５ 貸切バス等

誰と一緒に来たか

１ 一人で, 

84人（5%）

２ 家族・親

戚と, 811人

（49%）

アンケート調査を

によると、

大会期間中に調査を

からの来館者は

交通手段

１

車

公共交通機関, 89人（5%

貸切バス等, 542人（32%

, ２ いいえ, 

195人

（12%）

を10日間実施

、来館者の多

を行ったこともあり

は全体の2割程度

１ 自家用

車, 1012人

（61%）

5%）

32%）

また来たいか

１

1477

（88%

日間実施し、1672

多くが初め

ったこともあり、

割程度であ

はい, 

1477人

88%）

1672

め

、

であ
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自由意見（抜粋） 

 

 

<見えないことに関して> 

・現物の遺跡を見れないながらも、スコープなどで体験できる工夫が良いと思った。 

・実物が埋めてある。本物が見られたら良かった。 

・館内にでも実物大のドック模型があって、見たりさわれるといい。 

・修理ドックの修復と船のレプリカ展示（実物大で） 

・船の大きさを分かりやすいものがあればいい。 

 

<みえつタイムクルーズに関して> 

・みえつSCOPEで、当時の情景を見ることが出来、新鮮な感じがした。 

・現代機器を駆使して、臨場感のある体験が出来て面白かった。 

・屋内外歩き回る楽しさがある。なかなかない楽しませ方では。VRなど最先端が楽

しい。 

・父と来館。耳が遠いので字幕を借りました。喜んでいました。 

 

<展示内容に関して> 

・子供向けの分かりやすいパネルがあれば、小学生ももっと楽しめると思います。 

・発掘中の情報ももう少し詳しく提示されていたらよかった。 

 

<スタッフに関して> 

・解説･ボランティアの説明なくして、理解興味半減。説明受けて大変満足しました。 

・スタッフさんが熱心に説明してくださり、ありがたかった。 

・美味しいお茶を飲ませて頂きました。 

・広大な手入れの行き届いた海軍所跡を含め、スタッフの対応は親身で好感持てま

す。 

 

<その他> 

・館全体で構成を考えられたらどうか。 

・船の操縦体験（CG)ができたらいい。 

・幕末衣装の展示や着ることができるコーナー。 

・もっと広報してほしい。 

・佐賀駅から、公共機関使ってきたので遠かった。 

・近隣の地図が欲しい。５km内くらいでウォーキングがしたい。 

・コーヒーを飲むコーナーとかあれば嬉しいです。 
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(6)法令等の規制の状況 

ガイダンス整備に関連する法令等は以下のとおりである。 

①都市計画法 

三重津海軍所跡及びその周辺部は、市街化調整区域にあたり、開発行為は原則禁止さ

れている。そのため、開発行為を行うにあたっては事前に佐賀市長の許可が必要である。 

記念館の立地箇所における容積率、建ぺい率等は以下のとおりである。 

・容積率 100％ 

・建ぺい率 60％ 

・道路斜線制限 1：1.5 

・隣地斜線制限 20ｍ、1：1.25 

また、公園等の都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の

規定により許可を受けなければならない。 

 

②景観法（佐賀市景観条例及び景観計画） 

佐賀市全域が景観計画区域に設定されており、建築物又は工作物の新築等や色彩の変

更で外観の変更などを行う場合には、事前に佐賀市長への届出・通知が義務付けられて

いる。 

 

③都市公園法（佐賀市立都市公園条例） 

三重津海軍所跡の大部分と記念館は、佐賀都市計画公園である佐野記念公園に含まれ

ている。都市公園法に基づいて定められた佐賀市立都市公園条例において、都市公園に

おける竹木の伐採や土地の形質変更などの行為について制限している。 

公園区域内の公園施設における建築面積は、２％を上限として設定されているが、佐

野記念公園には教養施設（体験学習施設）として10％を限度とする特例措置を適用して

いる。 

 

④佐賀市みどりあふれるまちづくり条例 

佐賀市みどりあふれるまちづくり条例施行規則において、公共施設としての緑化推進

を図ることが求められる。 

  

法令などの規制範囲 
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3.2 ガイダンス施設の立地条件  

 

(1)整備位置に望む条件 

ガイダンス施設と駐車場の配置は、「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」

をもとに、下図の範囲内で選定することとしている。ここでは、上位計画でうたった”史

跡本体とガイダンス施設の一体的な整備”を目指すうえで、ガイダンス施設の適切な立地

を選定するための条件を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ロケーション 

来訪者がガイダンス施設と三重津海軍所跡を行き来しやすいよう、両者の位置が近く、

ガイダンス施設から現地を望むことができる位置とする。史跡地外に新たに設ける駐車

場との位置関係に配慮し、来訪者が駐車場に車を停めてガイダンス施設を見学し、三重

津海軍所跡に至ることができる位置とする。 
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②整備時期 

用地取得に関わる期間や設計・整備に関わる期間を含め、早い段階での竣工が可能な

位置とする。 

③記念館との関係性 

幕末佐賀藩の近代化や佐賀藩海軍とゆかりの深い佐野常民の顕彰施設である記念館

との相乗効果を得やすい位置とする。 

④周辺環境への配慮 

三重津海軍所跡やその周辺の河川や農地、集落の景観を阻害しにくい位置とする。 

⑤コスト 

用地取得や施設整備等にあたって経済性が高い位置とする。 

 

 

（２）整備位置 

整備位置に望む条件を踏まえると、ガイダンス施設の整備にあたっては、大きく二

つの方向性が考えられる。 

①記念館の活用 

世界遺産や三重津海軍所跡に関わる展示の充実に向け、記念館の建設当初からの機

能を守りながらも、既存機能の整理や、増築などにより床面積の増加を図り、建物の

有効活用を行う。 

②新設 

ガイダンスゾーン内での土地の購入を想定し、記念館とは別の場所で新たにガイダ

ンス施設を設けて三重津海軍所跡に関わるガイダンスを行う。 

 

この二つの方向性をもとに、次頁に示す比較表を作成し検討を行った。 

比較検討の結果、記念館を活用して三重津海軍所跡のガイダンス機能を設ける方が

評価が高いため、記念館の活用を前提として今後の検討を進める必要がある。ただし、

記念館は、佐野常民を顕彰する目的で設置された施設であるため、その整備時に掲げ

た基本コンセプトを継続した整備となるように検討を進める。 
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 記念館の活用 新設 

イメー

ジ図 

  

①ロケ

ーショ

ン 

◎ △ 

史跡地と隣接しているため、現地と一体的

に活用しやすい。また、新たな駐車場から

ガイダンス施設、史跡地へとつながる動線

を確保しやすい。 

資産を一望できる場所での用地取得は困難

であるため、現地とガイダンスの一体的な

活用には工夫が必要。また、新たな駐車場

とガイダンス施設、記念館、史跡地のアク

セス性は確保できるものの、記念館の活用

には劣る。 

②整備

時期 

○ △ 

既存施設を活用することから早期に整備し

やすい。 

用地交渉などを含め整備までに時間が必要

である。 

③記念

館との

関係性 

◎ △ 

記念館内に三重津海軍所跡のガイダンス機

能を設けるため相乗効果を発揮しやすい。 

記念館とは別棟となるため相乗効果を図る

には工夫が必要である。 

④周辺

環境へ

の配慮 

○ △ 

既存建物を活用することから景観への影響

が少ない。ただし、増築にあたって建物の

意匠への配慮も必要。 

三重津海軍所跡周辺に新たに建物が建てら

れることで、景観が変化する。 

⑤コス

ト 

○ △ 

既存施設を活用することから経済性が高い。 用地取得費から必要となり、経済性が低い。 

評価 ○ △ 
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3.3 整備に向けた課題 

記念館は史跡地と隣接しており、３階からは三重津海軍所跡を一望できる立地にあるこ

とから、現在、暫定的に「三重津海軍所跡インフォメーションコーナー」を整備している。

しかしながら、史跡や、世界遺産の構成資産としての展示を充実させる上では、以下の課

題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)三重津海軍所跡及び世界遺産の構成資産としての展示の充実に向けた課題 

①展示環境の確保 

記念館の３階部分での展示スペースでは、幕末佐賀藩の他の近代化遺産の解説や、

三重津海軍所跡の価値や背景などをわかりやすく伝えるために必要な展示面積や動線

を確保できていない状況にある。 

また、記念館の３階は元々展望室として設けられたスペースであることから、遮光

や照明、温度、湿度など、展示を行う環境が整っておらず、現状では遮光フィルムを

貼ることなどで対応している。 

 

②見学動線の整理 

記念館内での三重津海軍所跡に関わる展示・解説場所は、３階を中心にしつつも１

階や２階にもドームシアターやラウンドビジョンなどの映像やＶＲでの展示コンテン

ツが点在しているため、見学動線が錯綜している状況にある。さらに、３階の三重津

海軍所跡インフォメーションコーナーではその狭小さゆえに30名程度の一斉利用時に

は混雑状態が発生し、一度に多くの来訪者が観覧するのは困難な状況にある。また、

見学順路も設けることが出来ていない。 

記念館と史跡全体の見学動線については、来訪者が佐野記念公園駐車場を利用した

場合、三重津海軍所跡の史跡地を一部見学し、その後に記念館を訪れ、佐野常民や三

重津海軍所跡に関する展示を見た上で、再度ＶＲ機器を借りて現地を見てまわるとい

う入り組んだ状況となっている。 

さらに、周辺の店舗や集落と佐野記念公園駐車場とは、記念館をはさみ反対方向に

所在することから、歩行者の回遊が史跡地内と記念館内に終始し、周辺に広がりにく

い状況となっている。  

記念館３階からの眺め 
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③展示の充実 

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の全体像や価値を伝えるためには、今後

全ての構成資産で統一された展示（国から示される共通展示）を整備する必要がある

が、記念館３階ではこれ以上の展示面積は確保しがたい。また、現状では、史跡指定

地では表現できない遺構構造や洋式船に関する展示に加え、幕末佐賀藩の近代化や佐

野常民と三重津海軍所跡の関係などに関する展示も不足している状況にある。 

 

(2)事業スケジュールからみた課題 

地下遺構の特性と河川敷という立地の点から史跡地でできることには限りがあり、記念

館での情報提供も不十分であることから、現状では、来訪者に三重津海軍所跡の価値を十

分に伝えることが出来ていない。この状況は早期に改善を図る必要があり、史跡地とガイ

ダンス施設とで一体的な整備を行い、来訪者の理解を促す必要がある。 

ただし、三重津海軍所跡は調査途上であることから、ガイダンス施設の展示プログラム

については、現時点で内容を確定できるもの、また今後数年の間に変更が生じる可能性が

あるものを整理し、検討を行うことが必要である。 

また、調査・研究の進展などにより新たな情報が明らかになった場合、新たなコンテン

ツの追加や既存の展示・解説内容の更新（修正）が可能な柔軟性のある計画が求められる。 

 

(3)活用における課題  

三重津海軍所跡の活用においては、ユニバーサルデザインの観点に基づく整備を前提に

しながら、展示機能以外にも教育プログラムやガイド育成、また観光プログラムとの連携

など、多岐にわたる活用展開が期待される。 

そのため、展示機能に加えて、案内ガイドの拠点機能や、学習機能、観光情報の発信機

能など、将来的な活用段階において必要と想定される機能を適宜配置し、史跡の活用整備

において一体的な役割を担う施設としての整備を行っていく必要がある。 

 

(4)記念館との相乗効果を高めるための課題 

地下遺構である三重津海軍所跡の概要や価値を来訪者に伝える上では、案内ガイドの存

在が欠かせない。記念館では開館当初から、来訪者へのおもてなしや、ガイド案内等の活

動が地域住民等により支えられ、継続されている。今後のガイダンス整備では、こういっ

た活動者の環境についても充実させる必要がある。 

また、記念館には、「佐野常民の顕彰」のための展示に加え、三重津海軍所跡の世界遺産

登録の流れの中で、新たに「三重津海軍所跡」をテーマにした展示物を設置することとな

ったため、佐野常民の顕彰に関わる展示が２階に集中している一方で、三重津海軍所跡に

関わる展示は１階から３階まで点在している。佐野常民は精煉方の主任として西洋技術の

研究をリードするなど、三重津海軍所との間には関連性がある。このことから、館全体と

してみたときに、一つの敷地内で同時に展示を行うからこそ理解を深めることができるよ

う、相乗効果を高めるための展示ストーリーの検討が必要となる。 
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第４章 整備方針 
 

 

 

 

4.1 整備方針 

三重津海軍所跡のある河川敷に立つと、目の前には海軍所稼動期から引き継がれてきた

河川景観が広がっている。しかしながら、大切な遺構が地下に眠っているため、現地では

ここが特別な場所だとわかりにくい。 

そこで、三重津海軍所跡では、来訪者に“見えない三重津”を知るための基本的な情報

を屋内展示で提供し、その概要・価値を知った上で現地に立ち、屋外展示を通じてイメー

ジを確立させ、三重津海軍所跡への理解を深めてもらうという、屋内展示と屋外展示が一

体的に連動する整備を目指す。 

具体的には、屋内展示（ガイダンス施設）では、三重津海軍所が成立するまでの歴史的

背景や三重津海軍所で行われた活動等を解説するとともに、現地では直接見せることが出

来ない地下遺構の構造物の模型や、出土遺物等を展示することにより、来訪者に三重津海

軍所跡の概要や価値の理解を促す。 

屋外展示では、地形や周辺景観とともに三重津海軍所のスケールを体感し、海軍所稼動

期のイメージを補強するデジタル技術を駆使したコンテンツを利用しながら散策し、三重

津海軍所のイメージを確立させる。 

同時に、来訪者には、なぜここが世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」を構成する

資産となっているのかという点も理解を深めてもらえるよう、「明治日本の産業革命遺産」

の構成資産全体で行う共通展示の設置を図ることとする。 

また、三重津海軍所跡は調査の途上であるため、今後の調査で判明した新たな成果をも

とに展示等を更新することにより、見えない三重津の見える化を図る。新たな情報を提供

することにより、屋内展示・屋外展示の双方を通じて三重津海軍所跡の全体への理解が深

まった来訪者が、記念館に再訪することも期待でき、見えない三重津への理解がさらに深

まるという循環も生まれる。 

さらに、こどもから大人まで、障がいの有無にかかわらず、また、日本人のみだけでな

く外国の方まで、多様な主体が三重津海軍所跡と「明治日本の産業革命遺産」の概要を知

り、価値を正しく理解できるよう、整備内容には工夫を施すこととする。 
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屋内整備では以下の 4 つの方針を実現するための機能をもつこととする。 

 

伝える  三重津海軍所跡及び世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の概要・価値を正

しく伝える 

 

深める  三重津海軍所跡及び世界遺産「明治日本の産業革命遺産」に関心を持った方

がさらに情報を取得できる仕掛けを施す 

 

交わる  三重津海軍所跡への来訪者が、関連資源に関心を持ち周遊するよう促す 

 

 

拡がる  三重津海軍所跡の保全活動等に従事しやすい環境をつくる 

 

 

次に、ガイダンス施設の整備場所として選定した記念館は、幕末当時の佐賀藩の近代化

の立役者である佐野常民の顕彰施設である。彼の前半生は、精煉方の主任を務めるなど西

洋の科学技術の研究を進める一方、長崎での海軍伝習に参加し、洋式海軍の創設に関わる

など、幕末の佐賀藩の近代化に大きく関わりがある。 

そのため、三重津海軍所跡、佐野常民、それぞれを目的として来館した人々に、双方の

理解を促す展開を図る。 

「見えない三重津」を見えるようにするために、モノや映像だけではなく、口頭で価値

を伝える案内ガイドの存在が欠かせないため、その育成と活動の拠点としての整備を図る。 

記念館開館当初から引き継がれた「博愛」精神による来館者へのおもてなしやガイド活

動等の拠点としての環境づくりにも配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針の概念図 

 

 

  

屋内展示 

〈ガイダンス施設展示〉 

屋外展示 

〈現地展示〉    

一体的に連動する展示 
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4.2 展示方針 

新たに検討されるガイダンス施設の展示は、世界遺産としての位置づけや価値をわかり

やすく伝え、より三重津海軍所の存在意義や当時の佐賀藩の歴史と英知との結びつきを体

感させ、印象付けるものでなければならない。そのために、以下のような展示を模索する。 

 

（１）「明治日本の産業革命遺産」を知り、三重津海軍所の役割や価値をわかりやす

く理解できる展示 

「明治日本の産業革命遺産」の各構成資産と三重津海軍所の関連性を解説し、世界遺

産に登録された意義、そして三重津海軍所の役割や価値を伝える。 

最新の発掘調査・研究の成果や三重津海軍所稼働期前後の歴史的事象、さらには今も

変わらない風土の姿を紹介するなど、様々な視点で展示を行う。 

 

（２）“見えないもの”を“見せる”工夫のある魅力的な展示 

地下に埋もれた遺構を見せることができなければ三重津海軍所のイメージがわかない

という課題に対し、“ドライドック”や“洋式船”といった特徴となるものに着目し、模

型やジオラマで復元したり、大型映像や原寸大パネル等で体感させたりするなどして、

その大きさを目の当たりにすることで印象付ける展示を行う。 

また、現在提供している映像コンテンツについても、新しく整備する展示との関連性

を持たせてリニューアルするなど、“見えないものが見られる”ガイダンス施設というイ

メージやメッセージ性を発信できるような展開を図る。 

 

（３）屋外展示と相互に補完し、一体的に連動する展示 

現状では史跡指定地における屋外展示は、「見えない三重津」についてＶＲ展示をはじ

め平面表示や解説板の設置にて理解できるよう整備している。 

屋内展示として「見えない三重津」を、より見える化するための展示を充実させ、一

体的な展示としてポテンシャルを上げることが可能となるようにする。 

 

（４）発掘調査等の成果を活かして更新される展示 

発掘調査や研究活動の成果を公開する展示の在り方については、常に最新の情報を展

示公開することで何度訪れても新しい発見や新しい感動がある展示を心がける。また、

企画展やイベントなどの開催、各種講演会・講習会の開催など、ここならではの魅力的

な運営や見せ方を検討する活動にも寄与する展示を行う。 
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（５）佐野常民の常設展示と関連性を持たせた展示 

ガイダンス施設を記念館内に整備するうえでは、佐野常民の常設展示との関連性を

持たせた展示を行う必要がある。ガイダンス施設では、三重津海軍所とゆかりのある

佐野常民という視点からスポットを当てた展示、常設展示での佐野常民個人の生い立

ちや日本赤十字社の創設に貢献した偉業とは別の視点での展示を整備し、来訪者に新

たな興味を持ってもらうことが重要である。 

 

（６）ガイダンス施設周辺の景観をはじめ、他の関連施設とも連携する展示 

築地反射炉跡、精煉方跡、多布施反射炉跡など、三重津海軍所跡と関連する施設の

情報を展示で紹介することで、幕末佐賀藩の近代化の様相や歴史などを総合的に学習

できるような展開を図る。また、佐賀城本丸歴史館や徴古館などの、関連する他のガ

イダンス施設や「明治日本の産業革命遺産」の他の構成資産の見学誘導にもつなげて

いく。 
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第５章 必要となる機能と諸室構成 
 

 

 

 

5.1 必要となる機能 

4 つの整備方針の実現に向け、「伝える」「深める」「交わる」「拡がる」に付随する機能を

以下に整理する。 

 

〈整備方針に基づくガイダンス施設の機能〉 

方針 機能 来訪者の状態 

伝える 
概要・価値の伝達 

・世界遺産「明治日本の産業遺産」を知る 

・三重津海軍所跡の歴史的背景を知る 

・三重津海軍所跡で行われていた活動を知る 

・地下埋蔵物の構造・しくみを知る 

・検出した遺物を見る 

調査成果の伝達 ・新しい調査成果を知る 

深める 

情報取得 
・三重津海軍所跡に関連する情報を取得する 

 （ライブラリでの情報検索、講演会の参加等） 

体験 
・三重津海軍所跡に関連することを体験する 

（体験イベント等） 

交わる 

周遊促進 

・関連資源等の情報を取得。周遊する。 

  幕末佐賀藩の近代化遺産 

明治日本の産業革命遺産の各構成資産 

昇開橋・東よか干潟等の佐賀市南部の地域資源 

関連施設（佐賀城本丸歴史館、徴古館など） 

集う 
・おみやげを買う 

・休憩する 

拡がる 各種活動の拠点 
・三重津海軍所跡の保全活動に参加する 

〈来訪者へのもてなし・価値の伝達活動・清掃活動など〉 

   

屋外展示 

・景色・遺構の位置を知る 

・デジタルコンテンツによるイメージ補強 

（稼動時の様子を再現） 

 


